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一般財団法人鹿児島県教職員互助組合の給付に関す
る事務取扱要領 
 

（趣 旨） 

第１条 この要領は、一般財団法人鹿児島県教職員互助組合（以下「互助組合」

という。）給付規程及び特別見舞金規程に基づいて行う給付金の請求、交付

等の事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。 

（給付等請求の締切） 

第２条 互助組合給付規程及び特別見舞金規程による給付金の諸請求締切は、

毎月の末日とする。ただし、該当日が休日の場合は、その前日とする。 

（査定及び給付要領） 

第３条 互助組合給付規程及び特別見舞金規程による給付金の請求があったと

き理事長は、受付簿に記載し、照合して処理しなければならない。 

２ 給付規程第３条の９第２項に掲げる介護休暇給付金は、公立学校共済組合

の支給する介護休業手当金に基づき査定する。 

（掛金預り金、積立金預り金の査定及び還付要領） 

第４条 掛金預り金、積立金預り金の査定及び還付については、第３条の規定

を準用する。 

（給付金等の支給方法） 

第５条 給付金等は、請求（申請）者又は給付対象者が口座登録（変更）申請

書（事様式第３号）により届け出た本人口座へ送金するものとする。ただし、

登録できる金融機関は遺族に送金する場合を除き、次のとおりとする。 

（1） 九州労働金庫 

（2） 鹿児島銀行県庁支店 

（3） ゆうちょ銀行（総合口座に限る。） 

２ 給付規程第３条の７に掲げる療養見舞金は、前項の本人口座へ送金するも

のとし、別途送付される「見舞状」と「送金通知書」は所属長が持参するも

のとする。 

また、組合員が死亡したときの掛金預り金、組合員弔慰金及び積立金預り

金については、直接遺族に送金するものとする。 
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（特別保養施設利用補助費の支給） 

第５条の２ 利用できる施設は、特別保養施設として契約した施設とする。 

２ 利用できる期間は、永年勤続休暇を取得できる当該年度（45歳又は55歳時

のいずれか）の１年間とする。ただし、55歳時の当該年度に病気療養中の者

は復職した翌年度まで、国外・県外へ派遣等されている者は派遣等満了日の

翌日から１年まで延長することができるものとする。 

（過誤納金の処理） 

第６条 過誤納金の払戻しは、過誤納金払戻請求書（事様式第５号）により行

うものとする。 

（被扶養者弔慰金の支給） 

第７条 出生後ただちに死亡した被扶養者については、公立学校共済組合が被

扶養者認定をした後に処理するものとする。 

（医療補助金給付証明書発行申請） 

第８条 医療補助金給付証明書発行申請については、医療補助金給付証明発行

申請書（事様式第13号）により行うものとする。 

附 則 

この要領は、平成26年4月1日から実施する。 

附 則 

この要領は、平成28年4月1日から実施する。 

附 則 

この要領は、令和4年4月1日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和4年6月1日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和6年4月1日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和8年4月1日から施行する。 
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普通№

上記のとおり請求します。

㊞

　　一般財団法人鹿児島県教職員互助組合理事長  殿

上記のとおり確認します。

所 属 長 名

専務理事

㊞

支 店 名

ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ

名 義

職印

所 属 名

氏 名

過  誤  納  金  払  戻  請  求  書

 　　請　　求　　額　　　　￥       　　　    円也

払 戻 事 由 送 金 先

   年　    月      日

貸 付 金 償 還 金

係常務理事 事務局長 部長 係長

金融機 関名

口 座 番 号

   年　    月      日

資 金 前 渡 職 員 名

掛 金

積 立 金

金　　額 内　　  訳
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